
中小企業者 ●自主的な経営の改善及び向きをはじめ、県外や新分
　野への事業展開、人材育成や労働環境の整備等に積
　極的に取り組みましょう。
●中小企業同士の連携や自らの経営能力の向上のため
　に、中小企業関係団体に加入しましょう。
●県内の原材料や製品を積極的に使って、県内経済の
　循環に貢献しましょう。

●中小企業と地域社会は互いに支えあう密接な関係に
　あります。県産品など県内中小企業の製品を積極的
　に利用しましょう。

県民の皆さん

●中小企業者の状況をきめ細かく把握し、円滑な資金
　調達や中小企業者の経営の改善及び向上等の支援に
　努めましょう。

金融機関等

●中小企業が社会へ果たす役割を伝え、労働に対する
　考え方を育てましょう。

教育機関等

●各関係機関の連携や中小企業の経営改善、向上に向
　け、寄り添った支援に取り組みましょう。

中小企業関係団体等

●国や県、関係団体等と連携し、地域の特性を活かし
　た中小企業の振興に関する施策を策定・実施します。
●工事発注や物品調達などの際には、県内中小企業者
　の受注機会の確保に努めます。

市町

●中小企業の振興に関する総合的な施策や、中小企業
　者及び関係団体等との連携、必要な情報の提供、助
　言などを行います。
●工事発注や物品調達などの際には、県内中小企業者
　の受注機会の確保に努めます。

県

あなたの役割は？
第4条

～

第 11 条

お問い合わせ先

平成27年10月発行

●中小企業関係団体へ加入しましょう。
●県内の原材料や製品を積極的に使って、県内経済の
　循環に貢献しましょう。

大企業者

〒850-8570　長崎市江戸町 2番 13 号
TEL 095-895-2614（直通）
E-mail s05180@pref.nagasaki.lg.jp

FAX 095-895-2579

長崎県中小企業・
小規模企業の振興に

関する条例

長崎県産業労働部産業政策課
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第 4 条

～

第 11 条

どんな条例なの？
　この条例は、「小規模企業を含む中小企業が自主的に努力すること」、「県民の皆さんや関係機関、県
や市町などとともに地域全体で中小企業を支援すること」などにより、本県経済を活性化し、持続的
に発展させ、県民所得の向上と雇用の場の創出につなげていくことを目指しています。

地域ぐるみで支援 !（各主体の役割）
　条例では中小企業者・小規模企業者や県民の皆さんをはじめ、中小企業関係団体、
金融機関、大企業者、教育機関、県や市町といった、地域のメンバーにそれぞれの
役割を定めており、中小企業者・小規模企業者の自助努力はもちろんですが、それ
らを地域ぐるみで支援することとしています。

　県では、皆さんの生活を支え
る中小企業・小規模企

業を支援するための方針を示し
た条例を制定しました

（平成 27年 4月 1日施行）

なぜ必要なの？
　モノやサービスの提供だけでなく、雇用の場としても重要な役割を果たす中小企業は、県内企業の
99.9％を占め、地域社会を大きく支えています。中小企業の振興なくして地域社会の活性化はないと
言っても過言ではありません。
　県では中小企業にその力を最大限発揮してもらうため、市町や県民の皆さんなどと協力して支援体
制を整えるとともに、県民の皆さんが安心して暮らし、いきいきと働き続けることができる長崎県に
するため、この条例を定めました。

長崎県中小企業・
小規模企業の振興に
関する条例とは？

裏表紙も
ご覧下さい

長崎県の中小企業

　県内企業 44,730 社のうち、99.9%
にあたる 44,687 社が中小企業です。ま
た、県内の全従業者 338,956 人のうち、
92.5％にあたる 313,435 人が中小企業
で働いています（2015 年中小企業白書）

中小企業・小規模企業とは？
企業は業種ごとに資本金や従業員の数等
を基準にして分類されます。

全体 44,730 社

中小企業 44,687社（99.9％）

大企業 43社（0.1％）

県内企業
（社）

全体 338,956 人

中小企業従業者 313,435人（92.5％）

大企業従業者 25,521 人（7.5％）

県内
従業者
（人）

製造業その他

卸 売 業

小 売 業

サービス業

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社　又は
常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社　又は
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

常時使用する
従業員の数が
20人以下

常時使用する
従業員の数が
５人以下

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社　又は
常時使用する従業員の数が 50人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社　又は
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

中小企業者 小規模企業者業　種

中小企業は長崎県経済の主役
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目　　的
　この条例は、中小企業の振興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、人口減少下におけ
る本県経済の活性化及び持続的な発展に寄与し、県民所得の向上及び雇用の場の創出につなげていく
ことを目的としています。

基本理念

経営の改善・向上を目指す
中小企業者の自主的な努力
を促進します。

この条例の目的や基本理念等、条例の核となる考え方と、その実現へ向けた具体的な施
策の枠組みを示しています。

県が実際に中小企業を支援していくために、計画を策定し、施策を実施していくイメー
ジです。

第１条 計画の策定
　県が中小企業の振興を行うため、具体的にどのようなことを行うのかを示した計画を定めるよう、
規定したものです。
　また、計画を定める際は、中小企業者及び中小企業関係団体の意見を聴くほか、県民の皆さんの意
見反映に努めるよう定めています。

第 16条

財政上の措置
　県は、施策の実施のために必要な費用については、必要な財政上の措置を講ずるという方針を示し
たものです。

第 18条

施策への反映
　中小企業の振興のためには、県内の中小企業の現状や、どんな課題を抱えているのか、課題解決に
は何が必要なのかを把握する必要があります。そのために県は、市町、中小企業者及び中小企業関係
団体等が意見交換する場を準備し、その意見を施策に反映するよう定めています。

第 17条

第 3条

基本的施策
第12条

～

第 15 条

中小企業者の
自主的な努力

中小企業の経営の改善及び
向上と地域の活性化が相乗
的に効果を発揮することを
狙います。

中小企業の振興と
地域の活性化

小規模企業が最大限力を発揮
し、事業を持続的に発展させ
るため、地域ぐるみで総力を
挙げ継続した支援を行いま
す。

小規模企業の振興

中小企業者の経営革
新、成長分野への投
資など、新たな挑戦
を促進します。

中小企業の
新たな挑戦の
促進

小規模企業者が持
続的に発展できる
よう、地域ぐるみ
で支援します。

小規模企業の
持続的な発展

中小企業者の、事
業活動に必要な人
材の育成と、円滑
な確保などを支援
します。

人材の
確保、育成等

県及び市町は、中
小企業者の受注機
会確保に努めます。
また県内でお金が
よく回るよう、地
域全体で取り組み
ます。

県内経済循環
の促進

反映
●基本方針
●具体的な振興策
●数値目標
●その他必要な事項

中小企業者及び
中小企業関係団体の意見

県民の意見

反映施 策 県、市町、中小企業者
及び関係団体等の
意見交換

条例のココロ 施策の推進イメージ
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長崎県中小企業・小規模企業の振興に関する条例

　人口減少社会の到来に伴う国内市場の規模の縮小や生産年
齢人口の減少、情報の高度化や国際競争の激化など、社会経済
情勢が大きく変動する中、中小企業者は、こうした時代の変化に
対応するため、各々の能力を最大限に発揮し、販路の開拓、人材
の確保等に努め、先進的で魅力ある企業へと成長発展していく
ことが期待されている。
　また、本県において大多数を占める小規模企業は、小規模な
らではの強みを生かし、様 な々需要に対応した商品及びサービ
ス並びに雇用の場の提供等を通じて、地域住民の日常生活にと
どまらず、地域社会そのものを支えている。一方で、経営資源の
確保が困難である場合も多く、その持続的な発展を図っていく
ためには、地域ぐるみでの継続的な支援を講じていくことが必要
である。
　中小企業・小規模企業の発展を促進していくためには、その
事業展開の基盤となる離島及び半島を含む各地域を活性化さ
せていくことが重要である。
　そのため、県、市町、中小企業関係団体、教育機関等、金融機
関等、大企業者及び県民は、本県経済における中小企業・小規
模企業の重要性や地域社会における役割を再認識し、その事
業の成長又は持続的な発展が着実に進むよう、総力を挙げて支
援を行うことが求められている。
　国においても、平成25年には中小企業基本法（昭和38年法
律第154号）を改正し、翌年には小規模企業振興基本法（平成
26年法律第94号）を制定するなど、小規模企業をはじめとする
中小企業への支援の強化を進めている。
　このような状況を踏まえ、厳しい経営環境下において、その事
業の成長又は持続的な発展を目指す中小企業への理解を深
め、市町、中小企業関係団体等が各地域で連携し、これまでの
「成長発展型」企業の支援に加え、「持続的発展型」小規模企業
の支援にも光を当てる必要がある。
　ここに、県内の中小企業・小規模企業が未来への希望を持
ち、本県の特色を生かした新たな挑戦に取り組むことを促し、中
小企業・小規模企業の活力と地域社会の活力が互いに好循環
を生み出し、一層発展していくことを目指して、この条例を制定
する。
（目　的）
第１条　この条例は、中小企業の振興に関する施策の基本的な
事項を定めることにより、人口減少下における本県経済の活
性化及び持続的な発展に寄与し、県民所得の向上及び雇用
の場の創出に資することを目的とする。

（定　義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
(1)　中小企業者　中小企業基本法（以下「法」という。）第２
条第１項各号に掲げる者であって、県内に事務所又は事
業所（以下「事務所等」という。）を有するものをいう。

(2) 小規模企業者　法第２条第５項に規定する者であって、
県内に事務所等を有するものをいう。

(3) 中小企業関係団体　商工会議所、商工会連合会、商工
会、中小企業団体中央会その他の中小企業に関する団体

で県内に所在するもの及び公益財団法人長崎県産業振
興財団をいう。

(4)　教育機関等　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１
条に規定する学校（以下「学校」という。）及び公共職業能
力開発施設であって、県内に所在するものをいう。

(5) 金融機関等　銀行、信用金庫及び信用協同組合その他
の金融機関であって県内に事務所等を有するもの並びに
長崎県信用保証協会をいう。

(6) 大企業者　法第２条第１項各号に掲げる者以外の事業者
であって、県内に事務所等を有するものをいう。

(7) 関係団体等　第３号から前号までに掲げるものをいう。
（基本理念）
第３条　中小企業の振興は、経済的社会的環境の変化に対応
した経営の改善及び向上を目指す中小企業者の自主的な努
力を促進することを旨として推進するものとする。
２　中小企業の振興は、中小企業の経営の改善及び向上と地
域づくりによる地域の活性化が互いに密接な関係を有するこ
とを踏まえ、これらが相乗的に効果を発揮することを旨として
推進するものとする。
３　特に小規模企業の振興については、その活力が最大限に発
揮されるとともに、その事業の持続的な発展を図るため、地域
ぐるみで総力を挙げた継続した支援を旨として推進するものと
する。

（県の役割）
第４条　県は、地域経済の実情を踏まえ、中小企業の振興に関
する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
２　県は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、
国、市町、中小企業者及び関係団体等と連携し、協力して取り
組むとともに、市町、中小企業者及び関係団体等に対し、必要
な情報の提供、助言等を行うよう努めるものとする。

（市町の役割）
第５条　市町は、主体的に国、県、中小企業者及び関係団体等
と連携し、地域の特性を生かした中小企業の振興に関する施
策を策定し、及び実施するものとする。

（中小企業者の自助努力）
第６条　中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、
自主的に経営の改善及び向上に努めるものとする。
２　中小企業者は、その事業活動を通じて、地域社会への貢献
に積極的に取り組むとともに、中小企業関係団体が行う豊か
で住みよいまちづくりの推進を図る活動に協力するよう努める
ものとする。
３　中小企業者は、相互又は関係団体等との連携を図るととも
に、自らの経営能力の向上を図るため、中小企業関係団体へ
の積極的な加入に努めるものとする。

（中小企業関係団体の役割）
第７条　中小企業関係団体は、中小企業者の経営の改善及び
向上に積極的に取り組むとともに、国、県及び市町が行う中小
企業の振興に関する施策に協力するものとする。
２　中小企業関係団体は、前項の取組を効果的に推進するた
め、これらが相互に連携する体制を構築するよう努めるものと

する。
３　中小企業関係団体は、中小企業者の幅広い需要に対応し、
当該支援の高度化を図るため、当該団体の職員の業務遂行能
力の向上に努めるものとする。

（教育機関等の役割）
第８条　教育機関等は、教育又は職業訓練を通じて、健全な勤
労観及び職業観の醸成に努めるものとする。

（金融機関等の役割）
第９条　金融機関等は、中小企業者の状況をきめ細かく把握し、
円滑な資金調達の支援に努めるとともに、中小企業者の経営
の改善及び向上の支援を通じ当該地域の経済及び社会へ貢
献するよう努めるものとする。

（大企業者の役割）
第10条　大企業者は、その事業活動が地域経済及び中小企業
者の経営に大きな影響力を持つことを考慮し、中小企業関係
団体への加入等を通じて中小企業者との意思疎通を図るとと
もに、中小企業の振興及び中小企業関係団体が行う豊かで住
みよいまちづくりの推進を図る活動に協力するよう努めるもの
とする。

（県民の役割）
第11条　県民は、中小企業者が地域の雇用を支え、地域社会
の持続的な形成に寄与している重要性について理解し、中小
企業の振興に協力するよう努めるものとする。

（中小企業の新たな挑戦の促進）
第12条　県及び市町は、経済的社会的環境の変化に即応し
た、中小企業者の経営の革新、成長分野への参入、域外への
事業展開及び創業への新たな挑戦を促進するため、情報の提
供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
２　中小企業者は、新たな挑戦に当たって、地域資源の活用及
び域外への事業展開に努めるものとする。
３　中小企業関係団体及び金融機関等は、事業計画の策定、資
金調達の支援等を通じて、中小企業者の新たな挑戦に当たっ
ての課題の解決に努めるものとする。
４　公設試験研究機関、大学及び高等専門学校は、研究成果の
技術移転又は共同研究開発を通じて、中小企業者の新たな挑
戦に当たっての技術的な課題の解決に努めるものとする。 

（小規模企業の持続的な発展）
第13条　県及び市町は、経営資源の確保が困難であることが
多い小規模企業者の事業の持続的な発展を図るために、小規
模企業者の課題を自らの課題として捉え、必要な施策を講ず
るよう努めるものとする。
２　小規模企業者は、新事業の展開、高付加価値化等の需要を
見据えた経営及び円滑な事業の承継に努めるものとする。
３　中小企業関係団体は、小規模企業者の課題を自らの課題と
して捉え、これらの者への支援目標を設定するなど、寄り添っ
た支援に努めるものとする。
４　中小企業関係団体は、前項の支援に当たって、県、市町及び
関係団体等による地域ぐるみで支援する体制を整備するよう
努めるものとする。

（人材の確保、育成等）
第14条　県は、生産年齢人口の減少が進む中にあっても、中小
企業者が事業活動を担う人材を円滑に確保できるよう、人材
の育成、若年者の就職及び定着の促進並びに女性及び高齢
者の能力の活用の促進等に必要な施策を講ずるよう努めるも

のとする。
２　中小企業者は、人材の育成及び労働環境の整備並びに次
項に規定するキャリア教育への協力に努めるものとする。
３　学校は、次代を担う産業人材の育成及び確保に資するた
め、児童、生徒及び学生に対して、県内企業の職場の見学、職
場体験、インターンシップ等実践的なキャリア教育を積極的に
行うよう努めるものとする。
４　職業教育を行う学校及び公共職業能力開発施設は、技術及
び技能に関する中小企業者の需要を常に把握したうえで、実
践的で充実した教育を行うよう努めるものとする。
５　公設試験研究機関、大学及び高等専門学校は、中小企業者
の技術上の需要を常に把握したうえで、研究成果の技術移転
及び共同研究開発に取り組むことにより、中小企業の技術力の
向上及び人材の育成を行うよう努めるものとする。

（県内経済循環の促進）
第15条　県及び市町は、工事の発注、物品の調達等を行う場
合には、中小企業者の受注機会の確保の推進に努めるものと
する。
２　県民は、県内製品・県産品（県内で製造され、若しくは加工さ
れたもの又は県内で生産され、採取され、若しくは水揚げされ
たものをいう。以下本条において同じ。）の利用が中小企業の
振興及び県内経済の活性化に資することを理解し、その積極
的な利用に努めるものとする。
３　大企業者及び中小企業者は、その事業活動において原材
料、物品等を調達する場合には、県内経済への波及効果を考
慮し、県内製品・県産品の積極的な活用に努めるものとする。

（計画の策定）
第16条　知事は、中小企業の振興を図るための施策を総合的
に推進する計画（以下「計画」という。）を策定するものとする。
２　計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)　基本方針
(2)　具体的な振興策
(3)　数値目標
(4)　前３号に掲げるもののほか、中小企業の振興に関し必要
な事項

３　知事は、計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業
者及び中小企業関係団体の意見を聴くほか、県民の意見を反
映させるために必要な措置を講ずるものとする。
４　知事は、計画を定めたときは、議会の議決を経て、これを公
表するものとする。
５　前２項の規定は、計画の変更について準用する。
（施策への反映）
第17条　県は、中小企業の振興に関する施策を効果的に推進
するため、県、市町、中小企業者及び関係団体等が意見を交換
する体制を整備し、その意見を施策に反映させるよう努めるも
のとする。

（財政上の措置）
第18条　県は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、
必要な財政上の措置を講ずるものとする。
　　附　則
この条例は、平成27年４月１日から施行する。



中小企業者 ●自主的な経営の改善及び向上をはじめ、県外や新分
　野への事業展開、人材育成や労働環境の整備等に積
　極的に取り組みましょう。
●中小企業同士の連携や自らの経営能力の向上のため
　に、中小企業関係団体に加入しましょう。
●県内の原材料や製品を積極的に使って、県内経済の
　循環に貢献しましょう。

●中小企業と地域社会は互いに支えあう密接な関係に
　あります。県産品など県内中小企業の製品を積極的
　に利用しましょう。

県民の皆さん

●中小企業者の状況をきめ細かく把握し、円滑な資金
　調達や中小企業者の経営の改善及び向上等の支援に
　努めましょう。

金融機関等

●中小企業が社会へ果たす役割を伝え、労働に対する
　考え方を育てましょう。

教育機関等

●各関係機関の連携や中小企業の経営改善、向上に向
　け、寄り添った支援に取り組みましょう。

中小企業関係団体等

●国や県、関係団体等と連携し、地域の特性を活かし
　た中小企業の振興に関する施策を策定・実施します。
●工事発注や物品調達などの際には、県内中小企業者
　の受注機会の確保に努めます。

市町

●中小企業の振興に関する総合的な施策や、中小企業
　者及び関係団体等との連携、必要な情報の提供、助
　言などを行います。
●工事発注や物品調達などの際には、県内中小企業者
　の受注機会の確保に努めます。

県

あなたの役割は？
第4条

～
第 11 条

お問い合わせ先

平成27年10月発行

●中小企業関係団体へ加入しましょう。
●県内の原材料や製品を積極的に使って、県内経済の
　循環に貢献しましょう。

大企業者

〒850-8570　長崎市江戸町 2番 13 号
TEL 095-895-2614（直通）
E-mail s05180@pref.nagasaki.lg.jp

FAX 095-895-2579

長崎県産業労働部産業政策課
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